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社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
某
病
院
は
、
明
治
二
十
五
年
創
立
さ
れ
、
昭
和
二
十
七
年
社
会
福
祉
法
人
に
組
織
変
更

し
て
現
在
に
及
ん
で
お
り
、
精
神
衛
生
法
に
よ
る
指
定
精
神
病
院
、
結
核
予
防
法
の
指
定
医
療
機
関
並
び
に
生
活

保
護
法
に
よ
る
指
定
保
護
施
設(

精
神
薄
弱
者
の
保
護
治
療)

で
あ
る
が
、
同
病
院
の
固
定
資
産
に
対
す
る
固
定
資

産
税
は
、
同
病
院
が
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
の
ゆ
え
を
も
つ
て
課
税
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。 

し
か
る
に
、
同
病
院
に
お
い
て
は
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者
そ
の
他
低
額
所
得
階
層
の
者
の
診
療
対
象

は
全
患
者
の
約
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
大
部
分
は
右
以
外
の
一
般
患
者
に
対
し
診
療
を
行
な
つ
て
い
る
総

合
病
院
形
態
の
現
状
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
同
病
院
は
す
で
に
免
税
恩
典
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
社
会
福

祉
法
人
た
る
の
資
格
が
な
く
、
従
つ
て
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
号
の
非
課
税
対
象
と
は
な
り
得

ず
、
当
然
固
定
資
産
税
を
課
税
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

ま
た
、
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。 

社
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右
質
問
す
る
。 


